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「
西
郷
隆
盛
は
征
韓
論
者
に
あ
ら
ず
」
再

録
＝
２
面
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平
成
31
年
度
賛
助
会
費
納
入
の
お
願
い

＝
３
面
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廣
田
弘
毅
先
生
顕
彰
祭
の
日
程
＝
３
面

▽
賛
助
会
員
芳
名
録
＝
３
面

る
。「
平
成
」
は
終
わ
り
、

新
た
な
元
号
に
替
わ
る
。

　

一
月
二
日
の
、
皇
居
で
の

平
成
最
後
の
新
年
一
般
参
賀

に
は
、
平
成
に
な
っ
て
最
多

の
十
五
万
四
千
八
百
人
が
訪

れ
た
。

　

陛
下
は
皇
后
さ
ま
や
皇
族

方
と
宮
殿
・
長
和
殿
に
お
立

ち
に
な
り
「
本
年
が
少
し
で

も
多
く
の
人
々
に
と
り
、
良

い
年
と
な
る
よ
う
願
っ
て
い

ま
す
」
と
お
言
葉
を
述
べ
ら

れ
た
。

　

参
賀
は
、
七
回
実
施
さ
れ

た
。

　

新
聞
に
よ
る
と
、
当
初
は

午
前
に
三
回
、午
後
に
二
回
、

計
五
回
の
予
定
だ
っ
た
が
、

参
賀
者
の
多
さ
に
宮
内
庁
は

六
回
目
を
実
施
し
た
。
し
か

　

天
皇
陛
下
は
四
月
三
十
日

で
ご
退
位
に
な
る
。同
日「
退

位
の
礼
」が
行
わ
れ
、翌
日
、

五
月
一
日
に
新
し
い
天
皇
陛

下
に
な
ら
れ
る
皇
太
子
殿
下

の
「
即
位
の
礼
」
が
行
わ
れ

禧
（
み
ち
と
み
）
に
よ
る
。

　

も
う
一
点
は
田
中
雪
窓
画

・
賛
の
「
平
野
國
臣
図
」。

　
「
生
野
の
変
」
で
國
臣
が

京
都
・
六
角
の
牢
に
投
獄
さ

れ
、「
禁
門
の
変
」
の
京
都

市
中
の
大
火
で
逃
亡
を
恐
れ

た
幕
吏
に
よ
っ
て
非
業
の
死

を
遂
げ
る
、
そ
の
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
。

　

他
の
一
点
は
、
明
治
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
福
本
日
南

が
、
太
宰
府
へ
下
向
す
る
五

卿
を
宿
泊
さ
せ
た
黒
崎
（
北

九
州
市
）
の
宿
屋
の
主
人
を

た
た
え
て
書
い
た
漢
詩
。

　

昨
年
は
、
明
治
維
新
百
五

十
年
の
節
目
の
年
だ
っ
た
。

そ
の
「
明
治
」
を
、
福
岡
の

人
々
は
ど
う
受
け
止
め
た
か

―
同
展
で
は
「
慰
霊
・
顕
彰

事
業
と
街
の
光
景
を
手
が
か

り
に
福
岡
の
人
々
か
ら
見
た

明
治
を
紹
介
す
る
」
を
テ
ー

マ
に
、
同
博
物
館
所
蔵
資
料

六
十
一
点
が
展
示
さ
れ
た
。

館
者
の
関
心
を
集
め
た
。

　

二
点
は
福
岡
藩
尊
皇
派
の

快
男
児
、
平
野
國
臣
に
関
す

る
も
の
で
、
う
ち
一
点
は
明

治
十
五
年
に
京
都
・
霊
山
に

建
て
ら
れ
た
「
平
野
國
臣
君

碑
」
の
碑
文
の
拓
本
。
碑
文

は
政
変
で
太
宰
府
に
下
向
し

た
五
卿
の
一
人
、
東
久
世
通

　

福
岡
市
博
物
館
で
新
春
一

月
八
日
か
ら
三
月
三
日
ま
で

開
催
さ
れ
た
企
画
展
「
明
治

を
想
う
」
で
、
玄
洋
社
記
念

館
の
寄
託
資
料
の
う
ち
、
掛

け
軸
三
点
が
展
示
さ
れ
、
来

し
、
そ
れ
で
も
続
々
と
訪
れ

る
参
賀
者
を
ご
覧
に
な
っ
た

陛
下
が
、
七
回
目
を
行
う
判

断
を
な
さ
っ
た
の
だ
と
い

う
。

　

陛
下
は
、
昨
年
十
二
月
二

十
三
日
の
八
十
五
歳
の
誕
生

日
を
前
に
記
者
会
見
さ
れ

た
。
国
民
統
合
の
象
徴
と
し

て
国
民
に
寄
り
添
っ
て
歩
ま

れ
た
三
十
年
を
、
時
に
は
声

を
震
わ
せ
て
振
り
返
ら
れ

た
。
発
せ
ら
れ
た
お
言
葉
の

一
つ
一
つ
が
国
民
の
心
を
打

つ
も
の
だ
っ
た
。

　
「
平
成
が
戦
争
の
な
い
時

代
と
し
て
終
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
、
心
か
ら
安
堵

（
あ
ん
ど
）
し
て
い
ま
す
」

と
い
う
お
言
葉
は
、
今
後
の

日
本
へ
の
ご
希
望
と
受
け
止

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

だ
。

　

陛
下
の
ご
退
位
は
、
国
民

を
覚
醒
さ
せ
る
意
味
を
も
帯

び
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。
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に
15
万
余
の
参
賀
者
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（
前
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か
ら
）

　

と
こ
ろ
が
、
閣
議
で
こ
の

論
が
お
こ
る
と
、
最
高
参
議

の
西
郷
が
「
そ
れ
は
待
っ
て

く
れ
」と
言
い
出
し
た
。「
韓

国
と
の
外
交
は
危
機
に
立
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
韓
国
と

は
、
と
も
か
く
二
百
年
も
の

長
い
間
、
平
和
友
好
で
来
た

外
交
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
い

き
な
り
軍
隊
な
ど
連
れ
て
の

威
圧
外
交
を
す
る
の
は
、
東

洋
の
礼
節
に
反
す
る
。
こ
の

対
韓
外
交
の
使
節
に
は
、
ぜ

ひ
私
を
任
命
す
る
に
御
同
意

い
た
ゞ
き
た
い
。
一
兵
も
連

れ
な
い
で
私
が
行
け
ば
、
謀

殺
さ
れ
る
と
の
論
も
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
い
い
か
ら
、

こ
の
対
韓
使
節
は
、
私
を
任

命
さ
れ
た
い
。
最
高
の
礼
節

と
、道
と
を
も
っ
て
談
判
し
、

決
し
て
国
威
を
傷
つ
け
な
い

に
、
西
郷
特
使
案
が
内
決
し

て
、
そ
の
発
表
は
、
岩
倉
具

視
帰
朝
の
後
に
す
る
と
い
う

こ
と
で
、
天
皇
の
御
同
意
を

得
て
、
議
長
の
三
條
か
ら
西

郷
へ
、そ
の
旨
通
達
さ
れ
た
。

西
郷
は
、
非
常
に
感
激
し
て

い
る
。

　

間
も
な
く
岩
倉
が
帰
朝
し

た
。
西
郷
は
、こ
の
時
に「
遣

韓
使
節
決
定
始
末
」
と
い
う

自
筆
の
文
を
幾
通
も
書
い
て

い
る
。
岩
倉
以
下
の
諸
重
臣

に
、
こ
れ
ま
で
の
会
議
経
過

を
書
い
て
示
し
た
も
の
で

「
大
西
郷
書
翰
大
勢
」
の
編

者
に
よ
れ
ば
、
三
通
が
残
っ

て
い
て
、
そ
の
二
通
は
、
十

月
十
七
日
付
と
い
わ
れ
る
。

　

こ
れ
は
西
郷
が
閣
議
で
主

張
し
た
論
旨
を
、
自
ら
書
い

た
も
の
で
、
最
も
信
頼
す
べ

き
第
一
の
史
料
と
断
じ
て
い

い
。
こ
れ
以
上
に
確
実
に
、

閣
議
に
お
け
る
西
郷
の
主
張

を
見
ら
る
る
べ
き
も
の
は
な

い
。
こ
れ
は
、
西
郷
自
ら
の

政
治
責
任
を
か
け
て
、
岩
倉

以
下
の
政
府
要
人
に
対
し
て

提
出
し
た
報
告
書
で
あ
る
。

　

こ
の
報
告
書
は
、
西
郷
の

立
場
を
も
っ
と
も
正
し
く
責

外
交
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
主
張
し
た
。

　

こ
の
西
郷
の
主
張
は
、
当

時
の
閣
僚
に
と
っ
て
も
、
意

外
な
感
じ
を
与
え
た
ら
し

い
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
の

憶
測
説
を
生
じ
た
。
こ
れ
ま

で
の
外
交
官
レ
ベ
ル
で
な

く
、
断
然
と
格
上
げ
す
る
と

言
う
の
は
分
か
る
と
し
て

も
、
本
来
な
ら
ば
副
島
外
務

卿
が
「
自
分
が
当
た
る
」
と

い
う
資
格
が
あ
る
。
板
垣
は

「
そ
の
礼
節
で
は
通
ら
な
い

か
ら
、
自
分
が
兵
を
ひ
き
い

て
行
く
」
と
云
っ
て
い
る
の

だ
。

　

西
郷
は
、
副
島
と
板
垣
―

と
く
に
板
垣
に
対
し
て
、
熱

誠
こ
め
て
同
意
を
求
め
た
書

を
お
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て

つ
い
に
、
閣
議
の
同
意
を
得

て
、
明
治
六
年
八
月
十
七
日

任
を
も
っ
て
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
私
は
、
分
か
り
や
す

く
す
る
た
め
、
本
文
で
は
西

郷
の
語
も
多
く
は
現
代
語
訳

し
て
い
る
が
、
こ
の
文
は
、

大
切
な
の
で
、
特
に
原
典
を

引
き
、
た
ゞ
漢
字
を
少
し
く

仮
名
に
す
る
程
度
に
止
め

た
。御
精
讀
い
た
だ
き
た
い
。

　

朝
鮮
御
交
際
の
儀
、
御
一

新
の
涯
よ
り
数
度
に
及
び
使

節
差
立
て
ら
れ
百
方
御
手
を

つ
く
さ
せ
ら
れ
候
え
ど
も
こ

と
ご
と
く
水
泡
と
相
成
候
の

み
な
ら
ず
、
数
々
無
礼
を
働

き
候
儀
こ
れ
あ
り
、
近
来
は

人
民
相
互
の
商
道
を
相
ふ
さ

ぎ
、倭
館
（
註
、日
本
公
館
）

詰
居
の
者
も
甚
困
難
の
場
合

に
立
ち
入
り
候
ゆ
え
、
よ
ん

ど
こ
ろ
な
く
護
兵
一
大
隊
差

し
出
さ
る
べ
き
御
評
議
の

趣
、
承
知
致
し
候
に
つ
き
、

護
兵
の
儀
は
決
し
て
よ
ろ
し

か
ら
ず
、
是
よ
り
闘
争
に
及

び
候
て
は
、
最
初
の
御
趣
意

に
相
反
し
候
間
、こ
の
節
は
、

公
然
と
使
節
差
し
立
て
ら

れ
、
相
当
の
事
に
こ
れ
あ
る

べ
く
、
も
し
彼
よ
り
交
り
を

破
り
戦
い
を
以
て
拒
絶
致
す

べ
き
や
、
其
意
底
た
し
か
に

　

こ
の
人
々
の
中
に
篠
原
冬
一
郎
（
国
幹
、
の
ち
に
西
南

戦
争
で
戦
死
）、
大
山
弥
助
（
の
ち
の
元
帥
、
大
山
巌
）、

三
島
弥
平
衛
（
警
視
総
監
・
三
島
通
庸
。
明
治
二
十
年
、

保
安
条
例
に
よ
っ
て
玄
洋
社
な
ど
民
権
運
動
を
取
り
締
ま

り
鬼
警
視
と
い
わ
れ
た
）、
西
郷
信
吾
（
海
軍
大
将
・
西

郷
従
道
。
隆
盛
の
弟
）
な
ど
も
い
た
。
乱
闘
の
中
に
ま
き

込
ま
れ
て
い
た
ら
彼
ら
の
生
命
も
危
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
さ
に
危
機
一
髪
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
乱
闘
で
即
死
六
名
、
の
ち
に
自
刃
し
た
者
な
ど
合

わ
せ
て
九
名
、
討
手
に
も
一
人
犠
牲
者
が
出
た
。

　

京
都
所
司
代
で
は
騒
ぎ
を
聞
い
て
警
戒
態
勢
を
と
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
鎮
撫
の
人
数
を
出
さ
ね
ば
な
る
ま
い
と

思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
間
も
な
く
騒
ぎ
が
お
さ
ま
っ
た
の

で
、
ほ
っ
と
す
る
。

　

薩
摩
藩
邸
か
ら
は
所
司
代
に
対
し
て
「
家
来
の
者
ど
も

が
騒
擾
（
そ
う
じ
ょ
う
）
を
起
こ
し
た
が
直
ち
に
取
り
鎮

め
た
。
場
所
柄
も
わ
き
ま
え
ず
、
ま
こ
と
に
申
し
わ
け
な

い
」
と
い
う
届
け
を
出
し
て
一
件
落
着
し
た
。

　

一
方
、
乱
闘
で
荒
ら
さ
れ
た
寺
田
屋
に
は
早
速
、
薩
摩

藩
で
手
配
を
し
て
職
人
を
入
れ
、
金
に
糸
目
を
つ
け
ず
壊

れ
た
も
の
は
修
復
す
る
、血
の
つ
い
た
も
の
は
洗
い
流
す
、

取
り
替
え
る
、
畳
替
え
ま
で
手
早
く
済
ま
せ
て
騒
動
の
痕

跡
は
何
一
つ
残
さ
な
い
手
際
の
よ
さ
で
「
さ
す
が
は
薩
州

さ
ま
」と
い
う
評
判
が
立
っ
た
と
い
う
。（
こ
の
項
続
く
）

（
昭
和
六
十
一
年
四
月
発
行
「
玄
洋
」
特
別
号
外
版
よ
り
再
録
）

誤
認
の
歴
史
を
改
め
さ
す
為
に

葦 

津 

珍 

彦
④

三
面
へ
続
く

〈３〉

〈17〉

試
練
の
時
代

柳　

猛
直

頭
山
満
と
玄
洋
社

題字は進藤一馬福岡市長

　

西
郷
の
使
節
決
定
始
末
書
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相
あ
ら
わ
れ
候
ま
で
は
盡
く

さ
せ
ら
れ
ず
候
で
は
、
人
事

に
於
て
も
残
る
所
こ
れ
あ
る

べ
く
、
自
然
暴
挙
も
、
は
か

ら
れ
ず
な
ど
、
と
の
御
疑
念

を
以
て
、
非
常
の
備
え
を
設

け
、（
兵
を
）
差
遣
さ
せ
候

で
は
、
又
礼
を
失
せ
ら
れ
候

え
ば
、
自
然
交
誼
を
厚
く
な

さ
れ
候
御
趣
意
貫
徹
い
た
し

候
よ
う
、
こ
れ
あ
り
た
く
、

其
上
暴
挙
の
時
機
に
至
り
候

て
、
初
め
て
彼
の
曲
事
分
明

に
天
下
に
鳴
ら
し
、
そ
の
罪

を
問
う
べ
き
訳
に
御
座
候
。

い
ま
だ
十
分
盡
さ
ざ
る
も
の

を
以
て
彼
の
非
の
み
責
め
候

て
は
、
そ
の
罪
を
真
に
和
る

と
こ
ろ
こ
れ
な
ら
、
彼
我
と

も
に
疑
念
致
し
候
ゆ
え
、
討

人
も
怒
ら
ず
、
討
た
る
る
者

も
服
せ
ず
候
に
付
、
ぜ
ひ
曲

直
判
然
と
相
定
め
候
儀
、
肝

要
の
事
と
見
す
え
達
言
い
た

し
候
と
こ
ろ
、御
採
用
成
り
、

御
伺
い
の
上
御
使
節
私
え
、

仰
せ
つ
け
ら
れ
候
す
ぢ
、
御

内
定
相
な
り
お
り
候
し
だ
い

に
御
座
候
。

　

こ
の
段
形
行（
な
り
ゆ
き
）

申
し
あ
げ
候
。　
　

以
上

　

十
月
十
七
日

　
　
　
　
　

西
郷　

隆
盛

 

　
（
次
号
に
続
く
）

　

◆
賛
助
会
員
芳
名
録

　
（
平
成
30
年
12
月
27
日
受

け
付
け
分
ま
で
・
敬
称
略
）

　

▼
法
人
の
部

　
【
三
万
円
】

節
信
院　
　
　
　
（
福
岡
市
）

　

▼
個
人
の
部

　
【
一
万
円
】

渡
邉　

一
馬　
　
（
別
府
市
）

後
藤　

龍
伸

　
　
　
　
（
福
岡
県
筑
前
町
）

皆
川　

明
彦（
さ
い
た
ま
市
）

　
　
　
　

◇

　

訂
正
前
号
の
本
欄
で
「
松

岡
武
実
」様
と
あ
る
の
は「
松

岡
武
美
」様
の
誤
り
で
し
た
。

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま

す
。

　

賛
助
会
員
の
皆
様
に

は
、
日
頃
か
ら
玄
洋
社
記

念
館
の
活
動
に
ご
協
力
を

賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

さ
て
、
玄
洋
社
記
念
館

は
、
四
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
一
（
二
〇
一
九
）
年

度
分
の
賛
助
会
費
の
受
け

付
け
を
始
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
に
は
、
出

費
多
端
の
折
、
誠
に
恐
縮

で
は
あ
り
ま
す
が
、
何
卒

よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

賛
助
会
費
の
受
け
付
け

要
領
は
次
の
と
お
り
で

す
。

　
【
賛
助
会
費
の
額
】

　

▽
個
人
会
員
＝
一
口
一

万
円

　

▽
法
人
・
団
体
会
員
＝

一
口
三
万
円

　

納
入
は
郵
便
振
込
ま
た

は
銀
行
振
込
で
お
願
い
致

し
ま
す
。
振
込
先
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　
【
郵
便
振
込
】
口
座
番

号
０
１
７
７
０
～
１
～
２

０
７
３
８

　
【
銀
行
振
込
】
西
日
本

シ
テ
ィ
銀
行
赤
坂
門
支
店

　

普
通
預
金　

口
座
番
号

０
７
４
０
０
４
７

　

宛
名
は
い
ず
れ
も
「
玄

洋
社
記
念
館
」
で
す
。

　

文
官
で
た
だ
一
人
、
Ａ

級
戦
犯
の
罪
に
問
わ
れ
刑

場
に
消
え
た
悲
運
の
宰

相
、
廣
田
弘
毅
先
生
を
顕

彰
す
る
新
元
号
で
最
初
の

「
廣
田
弘
毅
先
生
顕
彰
祭
」

を
、５
月
18
日（
土
曜
日
）

午
前
11
時
か
ら
斎
行
し
ま

す
。
一
般
社
団
法
人
玄
洋

社
記
念
館
の
主
催
で
す
。

　

場
所
は
福
岡
市
中
央
区

城
内
５
（
福
岡
市
美
術
館

入
り
口
）
の
廣
田
先
生
の

銅
像
前
で
す
。（
雨
天
の

際
は
銅
像
向
か
い
側
、
福

岡
県
護
国
神
社
の
参
集
殿

で
執
り
行
い
ま
す
）

　

参
加
費
は
千
円
。
詳
細

は
玄
洋
社
記
念
館
（
電
話

０
９
２
・
７
６
２
・
２
５

１
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

花
　
田
　
　
　
　
勲

児
　
玉
　
　
和
　
久

代
表
取
締
役

入

　江

　秀

　雄

福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通
２
丁
目
１
│
82

　
　
　
　
　
電
気
ビ
ル
本
館
地
下
１
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
０
９
２
）
７
１
１
│
８
２
８
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
０
９
２
）
７
１
１
│
８
２
８
３

　
810-
0004

株
式
会
社

　オ
ー
・
エ
ー
企
画

会
　
長

代
表
取
締
役
社
長

会
費
納
入
の
お
願
い

平
成
31
年
度

一
般
社
団
法
人

 

玄
洋
社
記
念
館

新
元
号
で
最
初
「
廣
田
弘
毅
先
生
顕
彰
祭
」

今
年
は
５
月
18
日
に
斎
行

二
面
か
ら
続
く
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ー
書
と
人
物
ー

　

吉
川
英
治
に
「
下
頭
橋
由

来
」
と
い
う
短
編
が
あ
る
。

文
藝
春
秋
社
発
行
『
オ
ー
ル

讀
物
』
昭
和
八
年
（
一
九
三

三
）
五
月
号
掲
載
。
石し

ゃ
く

神じ

井い

川
に
か
か
る
下
頭
橋
に
ヒ
ン

ト
を
得
た
小
説
で
、
内
容
は

た
わ
い
も
な
い
。

　
「
河
原
か
ら
憐
れ
っ
ぽ
い

眼
を
上
げ
、
街
道
の
旅
人

へ
、
毎
日
、
必
死
に
頭
を
下

げ
て
い
る
お
菰
の
岩
公
が
、

自
分
の
姿
を
仮
橋
の
上
に
見

る
と
待
っ
て
い
た
よ
う
に
百

遍
も
お
辞
儀
を
す
る
。」

　

自
分
と
は
練
馬
の
た
く
あ

ん
問
屋
、
樽
屋
と
い
う

旧
家
の
十
八
歳
の
娘
お

次
。
お
次
と
乞
食
の
岩

公
は
施
す
者
と
施
さ
れ

る
者
と
し
て
出
会
う
。

そ
の
岩
公
が
仇
と
し
て

追
わ
れ
て
い
る
、
か
つ

て
の
若
党
・
佐
太
郎
の

仮
の
姿
と
い
う
わ
け

で
、
最
後
は
た
く
あ
ん
の
樽

に
隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見

つ
か
っ
て
討
た
れ
て
し
ま

う
。

　

河
原
の
小
屋
か
ら
は
、
岩

公
が
「
き
ょ
う
迄
、
頭
を
下

げ
て
稼
い
だ
金
が
、
殆
ど
、

一
文
も
費つ

か

っ
て
な
い
よ
う

に
」
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た
袋

が
発
見
さ
れ
た
。岩
公
は「
下

頭
億
万
遍
一
罪
消し

ょ
う

業ご
う

」
と
書

き
残
し
て
い
た
の
で
―
―

　
「
村
で
は
、
そ
れ
か
ら
間

も
な
く
七
十
余
両
の
鐚び

た

銭せ
ん

で

街
道
安
全
の
橋
普
請
に
取
り

か
か
っ
た
。」

　

仮
橋
は
乞
食
の
稼
い
だ
金

で
頑
丈
に
造
り
直
さ
れ
た
。

そ
れ
で
「
下
頭
橋
」
と
言
わ

れ
る
の
だ
、
と
い
う
地
名
の

由
来
を
語
っ
て
い
る
。
億
万

遍
で
も
頭
を
下
げ
る
こ
と

で
、
人
を
殺
し
た
罪
業
も
消

え
る
、
と
い
う
言
葉
。
そ
れ

は
集
め
た
金
を
公
の
た
め
に

使
う
、
と
い
う
遺
志
を
示
し

た
も
の
と
し
て
小
説
は
成
り

立
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
吉
川

英
治
の
創
作
で
あ
る
。

　

さ
て
、
現
在
の
下
頭
橋
た

も
と
に
は
「
下
頭
橋
六
蔵
菩

薩
」
の
堂
が
あ
る
（
板
橋
区

弥
生
町
五
二
―
一
）。
そ
の

境
内
に
、
昭
和
四
年
（
一
九

二
九
）秋
に
建
て
ら
れ
た「
下

頭
六
蔵
菩
薩
之
塔
」
の
石
碑

が
あ
り
、
頭
山
満
の
書
で
あ

る
。
例
に
よ
っ
て
東
京
在
住

の
佐
藤
誠
さ
ん
に
現
地
調
査

を
お
願
い
し
た
（
写
真
は
い

ず
れ
も
佐
藤
さ
ん
提
供
）。

　

頭
山
満
愛
用
の
竹
筆
で
は

な
く
毛
筆
ら
し
く
、
た
っ
ぷ

り
と
墨
を
含
ん
で
力
強
く
書

か
れ
て
い
る
。
頭
山
満
の
書

で
は「
下
頭
」の
後
に「
橋
」

を
書
き
落
と
し
た
可
能
性
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
別
に
ふ
れ

よ
う
。

　

板
橋
区
教
育
委
員
会
に
よ

る
説
明
板
に
よ
る
と
、
弥
生

町
を
通
っ
て
い
た
の
は
川
越

街
道
で
、
上
板
橋
宿
が
置
か

れ
て
い
た
。
下
頭
橋
が
石
橋

に
掛
け
替
え
ら
れ
た
の
は
寛

政
十
年
（
一
七
九
八
）
で
、

近
隣
の
村
々
の
協
力
を
得

た
。境
内
に
は「
他

力
善
根
供
養
」
の

碑
が
あ
り
、
そ
の

時
に
建
て
ら
れ
た

も
の
。
下
頭
橋
と

六
蔵
祠
（
堂
）
は

昭
和
六
十
一
年
度

（
一
九
八
六
）
に

板
橋
区
記
念
物

（
史
跡
）
に
登
録
さ
れ

て
い
る
。

　

伝
説
で
は
乞
食
の
名

は
「
六
蔵
」
だ
っ
た
の

だ
が
、
吉
川
英
治
は
そ

れ
を
「
岩
公
」
と
し
て

小
説
化
し
た
こ
と
に
な

る
。
説
明
板
で
は
地
名

の
由
来
は
諸
説
あ
る
と

し
、
三
つ
目
に
「
橋
の
た
も

と
で
旅
人
か
ら
喜
捨
を
受
け

て
い
た
六
蔵
の
金
を
も
と
に

石
橋
が
架
け
替
え
ら
れ
た
か

ら
と
い
う
説
」
を
上
げ
て
い

る
。
六
蔵
が
乞
食
と
し
て
、

通
行
人
に
頭
を
下
げ
て
稼
い

だ
金
で
建
て
ら
れ
た
橋
、
と

い
う
解
釈
だ
が
、
お
そ
ら
く

は
下
頭
＝
頭
を
下
げ
る
、
と

い
う
文
字
か
ら
来
る
連
想
に

過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
地
名
伝

説
に
は
そ
の
類
い
が
多
い
。

実
際
に
は
そ
の
由
来
が
は
っ

き
り
し
な
い
と
し
て
も
、「
下

頭
橋
」
と
い
う
地
名
は
確
か

に
心
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ

る
。

　

佐
藤
さ
ん
は
そ
こ
か
ら
東

京
都
北
区
指
定
有
形
文
化
財

「
近
藤
勇
と
新
選
組
隊
士
供

養
塔
」（
北
区
滝
野
川
七
―

八
―
一
）
に
足
を
伸
ば
し

た
。
す
る
と
、
そ
こ
に
偶
然

頭
山
満
書
を
発
見
し
た
。
題

額
に
「
史
蹟
」
と
書
か
れ
た

記
念
碑
で
あ
る
（「
近
藤
勇
・

土
方
歳
三
両
雄
墓
地
改
修
紀

念
碑
」、
昭
和
四
年
四
月
建

立
）。
近
藤
勇
は
慶
応
四
年

（
一
八
六
八
）
四
月
二
十
五

日
、
中
山
道
板
橋
宿
手
前
の

平
尾
一
里
塚
付
近
で
官
軍
に

よ
り
斬
首
さ
れ
た
、
と
説
明

板
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

場
所
に
は
胴
体
が
埋
葬
さ
れ

た
も
の
と
い
う
。
新
選
組
フ

ァ
ン
に
は
聖
地
の
よ
う
な
場

所
ら
し
い
。

玄
洋
社
関
係
史
料
の
紹
介

石
瀧

　豊
美

第 75 回

同
時
代
か
ら
見
た
頭
山
満

⑲

「下頭橋六蔵菩薩」堂

「史蹟」碑

「下頭六蔵菩薩之塔」碑

「史蹟」碑の題額部分


